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「まん延防止等重点措置」が適用されることを踏まえた 

学校内での感染防止対策の強化について 

 

 新型コロナウイルス感染が再拡大しており、県内に新型インフルエンザ等対策特別措置

法に基づく「まん延防止等重点措置」が、再び適用されることとなりました。 

 ついては、引き続き「学校に持ち込まない、学校内に広げない」を基本に、学校内での

感染者数が大幅に拡大することを防止する観点から、まん延防止等重点措置終了までの期

間、別添「学校内での感染防止対策の強化」のとおり教育活動を制限することとします。 

 なお、各家庭における感染防止対策の徹底についても、引き続き注意喚起願います。 


